
別紙

〇大田市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するとき
※利用希望者毎に下記、一連の手続きが必要

利用者 事業者

（大田市の被保険者） （大田市外の事業所）

書類審査

指定受理通知 指定決定・告示・通知

サービス利用開始 サービス提供開始

同意受理 同意依頼

同意書交付 同意書受理

指定申請書類提出 指定申請書類受理

了承

他市町村の指定地域密着型サービス事業者指定の流れ

他市町村 大田市

大田市外の
地域密着型サービス
事業所の利用を希望

利用について検討

受入れの検討

了承

利用希望の
同意申請

内諾

同意申請の受理

利用についての検討


